
総合人文科学研究センター研究部門 

「信頼社会」研究 

 

第 3回研究会の報告 

 

日時：2013 年 10 月 26 日（土）14 時から 17 時 

会場：戸山キャンパス 33 号館 16 階、第 10 会議室 

 

 このたび開催された「信頼社会」研究の第 3 回研究会では、参加者約 20 名とともに、二

つの話題提供と質疑、加えて、会務報告が行なわれた。話題提供者は、浜野喬士先生（文

学学術院助教）と宮本明子先生（同助手）である。 

 

「フィヒテ法哲学における＜信頼＞概念の位置づけとその哲学史的意義」と題する浜野

報告は、フィヒテにおける信頼概念の基本的な位置づけを、信義誠実および法・権利概念

との関係のうちで確認した。報告冒頭でフィヒテ『知識学の原理による自然法の基礎』（『自

然法論』）の構成を確認し、他の理性的存在者の演繹が権利論の前提であること、その際、

実働性概念が重要な役割を果たしていることを見た。これらを通じ、フィヒテ『自然法論』

の法・権利の導出が、自己意識論と密接に関わる独特のものであることを確かめた。さら

に信義誠実の喪失という事態が強制法の必要の根底に措定されていること、国家と信頼の

関係等を検討しつつ、フィヒテの自然法理解を確認し、合わせて共通意志、市民契約、公

共体、監督官といった『自然法論』の中心概念を検討した。この『自然法論』に対し、ヘ

ーゲルは『自然法の学問的取扱いについて』（『自然法論文』）において、一連のフィヒ

テ批判を展開しているが、その批判の内在論理を、信頼、信義誠実、強制法を中心に検討

した。最後に、フィヒテの自然法論が、法学から自然法が排除されていく過程を反映して

いること、またフィヒテの『自然法論』がホッブズと同様、

不信に基づく契約論を含んでいながらも、ホッブズの自然

法論とは大きな差異を有していることを見定めた。そして

伝統的自然法論のなかでの信義誠実、自然法論批判と法実

証主義、自然法論の再興のなかでの信義誠実といった関連

テーマを補論として扱いつつ、フィヒテ法哲学およびその

信頼論の思想史的位置づけを、さらに多角的に検討するた

めの視座を準備した。（浜野先生記） 

 

「被災地・被写体との信頼」と題する宮本報告では、東日本大震災以後の被災地におけ

る撮影者と被写体との信頼関係構築の様相を、映画『先祖になる』（2013 年、池谷薫監督）



を事例として、主にその制作過程に着目し考察した。監督によれば、被災地である陸前高

田に取材する本映画は、撮影当初の意図とは異なり「震災映画ではない」ものへと変容し

たという。先行研究では「震災映画」のひとつの指標として機能したとされるのが、（撮

影者が被災地に到着する）「到着の物語」の話法であった。『先祖になる』においてこの

話法は選択されず、被災地に始まり、閉じる映画は、被写

体である佐藤直志による伐採、祭祀、寝食など一連の「日

常」をとらえてゆく。この過程で被写体への「願望」が「確

信」に至ったという監督の発言をふまえると、被写体その

ものの魅力をはじめ、「到着」という一回性にとどまらな

い継続的な関係性が「信頼」構築に関与していたといえる。

報告にひきつづいて行われた討論では、異なる分野から有

意義な質疑が交わされた。発表者の用いた「信頼」、「日常」という概念や構造をこの事

例に閉じることなく用いることが可能であるか、「日常」の定義、佐藤直志と自然とのか

かわり（これも「信頼」といえるのかどうか）など、多様な議論が交わされた。（宮本先

生記） 

 

後半の司会を担当した藤野先生から、まとめとして、今回の二つの報告を通して、「信

頼」をめぐる議論が、人間・人間社会を念頭において自然法を論じるところから出発し、

自然そのものやスピリチュアルな世界にまで展開したことが指摘された。私たちの共同研

究に、＜信頼を支える、人間社会を超えたものへの問い＞という、さらにひとつの問題系

が浮上した。 

 

 次回の研究会は、12 月 7 日（土）、38 号館 AV 教室において、シンポジウムとして開催

される。当日は、今回の宮本先生の報告で検討された、映画『先祖になる』を上映しつつ、

監督の池谷薫氏をお招きして議論を行う予定である。 

（報告書とりまとめ：御子柴善之） 

 


